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1 労働災害防止推進計画（14次防）
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2 令和４年福井県内の労働災害発生状況

① 福井県における令和４年の労働災害は…

③ 死傷者925人を事故の型別にみると…

⑤ 死亡者10人を業種別にみると…

④ 死傷者925人を業種別・事故の型別にみると…

② 死傷者925人（コロナ関連除く）を業種別にみると…

休業４日以上の死傷者数は2159人（前年比1204人増）、新型コロナウイルス感染症によるもの（以下「コ
ロナ関連」という。）を除いても925人（前年比59人増）となっています。死亡者数は10人（前年比
３人増）となっています。

「転倒」が 314人（令和３年比 19.8％増）、「墜落・転落」が 135人（同 16.1%減）、「はさまれ・巻
き込まれ」が 94人（11.9%増）となっています。

製造業４人、建設業３人、道路貨物運送業２人、社会福祉施設１人となっています。

製造業では、「転倒」が 57人、「はさまれ・巻き込まれ」が 48人
（「はさまれ・巻き込まれ」では、特に、一般動力機械等へのはさまれ・巻き込まれが多い）
 （製造業全体に占める割合：19.1%）
建設業では、「墜落・転落」が 32人（特に、はしごや脚立などからの墜落・転落が多い）
 （建設業全体に占める割合：25.2%）
商業では、「転倒」が 86 人 ( 特に、床や通路での滑り・つまずきによる転倒が多い）
 （商業全体に占める割合：54.8%）
道路貨物運送業では、「墜落・転落」が 39人（特に、トラックの荷台などからの墜落・転落が多い）
 （道路貨物運送業全体に占める割合：37.1%）
保健衛生業では、「転倒」が 63人（特に、床や通路での滑り・つまずきによる転倒が多い）
 （保健衛生業全体に占める割合：51.2%）

第三次産業 424 人 （令和３年比 29 人増、   7.3％増）
　商業 157 人 （　　同 12 人増、   8.3％増）
　保健衛生業 123 人 （　　同 21 人増、 20.6％増）
　接客娯楽業 43 人 （　　同   1 人減、   2.3％減）
製造業 230 人 （　　同 33 人増、 16.8％増）
建設業 127 人 （　　同 20 人減、 13.6％減）
運輸交通業 114 人 （　　同 15 人増、 15.2％増）
　道路貨物運送業 105 人 （　　同 15 人増、 16.7％増）
などとなり、第三次産業、製造業、運輸交通業などで増加が認められました。

（１）概況 
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署
年

業  種

福井署 敦賀署 武生署 大野署 合　計
前年同月比

令和４年 令和３年 令和４年 令和３年 令和４年 令和３年 令和４年 令和３年 令和４年 令和３年
死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡　　　休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 増減率

合　　　計 5 1267 4 542 419 3 152 4 345 198 1 128 63 10 2159 7 955 3 1204 126.1%

製       

造       

業

食料品製造 14 15 7 5 13 3 3 3 37 26 11 42.3%

繊維工業 17 19 2 3 9 3 5 1 33 26 7 26.9%

衣服その他の繊維 23 4 1 2 24 6 18 300.0%

木材・木製品 3 1 2 1 1 4 1 4 1 13 3 1 10 333.3%

家具・装備品 1 4 3 2 2 3 1 1 1 1 10 7 1 3 42.9%

パルプ等 6 1 1 4 1 1 11 3 8 266.7%

印刷・製本 4 3 4 3 1 33.3%

化学工業 11 24 1 1 9 8 2 1 1 23 33 1 -10 -30.3%

窯業土石 6 3 2 1 3 1 1 11 6 5 83.3%

鉄鋼業 1 1 1 1 1 2 3 4 -1 -25.0%

非鉄金属 1 1 1 1 1 1 3 3  

金属製品 18 15 1 1 10 7 1 1 1 29 24 1 5 20.8%

一般機械器具 11 12 10 4 21 16 5 31.3%

電気機械器具 4 3 2 1 13 13 19 17 2 11.8%

輸送機械製造 1 4 5 5 5  

電気・ガス   

その他の製造 11 13 5 3 1 1 17 17

小　　　計 1 133 118 21 16 3 90 54 19 11 4 263 199 4 64 32.2%

鉱　　　業 2 1 3 3 

建
　
設
　
業

土木工事 22 28 20 2 14 8 13 9 19 59 2 74 -2 -15 -20.3%

建築工事 1 31 1 33 7 5 15 15 1 7 6 2 60 1 59 1 1 1.7%

　うち木造家屋建築 7 6 1 1 4 3 1 3 2 1 15 12 1 3 25.0%

その他の建設 1 19 12 22 21 4 9 2 2 1 47 44 1 3 6.8%

小　　　計 2 72 1 73 49 2 40 27 37 1 18 27 3 166 3 177 -11 -6.2%

運
輸
交
通
業

鉄道等 1 3 2 3 3 0.0%

道路旅客 3 3 4 2 1 1 8 6 2 33.3%

道路貨物運送 1 67 2 67 22 12 1 14 11 4 2 107 2 90 17 18.9%

その他の運輸交通   

小　　　計 1 70 2 71 29 16 1 15 12 4 2 118 2 99 19 19.2%

貨
物
取
扱

陸上貨物 4 4 -4 -100.0%

港湾運送業 2 3 2 3 -1 -33.3%

小　　　計 4 2 3 2 7 -5 -71.4%

農
林
業

農　業 1 1 2 3 2 2 8 3 5 166.7%

林　業 3 4 1 1 1 6 6 4 3 14 1 14 -1 

小　　　計 4 5 3 1 1 9 8 6 3 22 1 17 -1 5 29.4%

畜産 ･水産業 2 2 3 1 1 5 4  1 25.0%

第
三
次
産
業
※

商業 104 1 93 25 22 44 25 8 5 181 1 145 -1 36 24.8%

　うち小売業 74 1 69 19 19 29 25 8 4 130 1 117 -1 13 11.1%

金融広告業 11 2 1 12 2 10 500.0%

映画・演劇業 1 1 1 

通信業 7 8 4 4 5 1 12 17 -5 -29.4%

教育研究 11 7 2 1 1 14 8 6 75.0%

保健衛生業 1 730 75 129 19 133 39 64 8 1 1056 141 1 915 648.9%

　うち社会福祉施設 1 337 49 94 13 80 31 30 7 1 541 100 1 441 441.0%

接客娯楽業 37 25 24 7 8 8 3 6 72 46 26 56.5%

　うち飲食店 28 10 16 3 7 3 2 51 18 33 183.3%

清掃・と畜 38 32 5 5 6 4 2 1 51 42 9 21.4%

　うちビルメンテナンス業 16 16 4 4 1 1 21 21

官公署 1 1 1 1 2 -1 -50.0%

その他の事業 47 28 126 15 4 5 3 1 180 49 131 267.3%

小　　　計 1 986 1 271 311 73 202 86 81 22 1 1580 1 452 1128 249.6%

（注）「休業」は休業4日以上の死傷者数　　「死亡」は死亡者数で「休業」の内数
※第三次産業には運輸交通業及び貨物取扱業は含んでいません。

福井労働局
（２）令和４年労働災害発生状況（確定値）
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年

業  種

合　計
前年同月比

合　計
（コロナ関連含まず） 前年同月比

(コロナ関連含まず）
令和４年 令和３年 令和４年 令和３年
死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 増減率 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 増減率

合　　　計 10 2159 7 955 3 1204 126.1% 10 925 7 866 3 59 6.8%

製       

造       

業

食料品製造 37 26 11 42.3% 33 26 7 26.9%

繊維工業 33 26 7 26.9% 29 26 3 11.5%
衣服その他の繊維 24 6 18 300.0% 5 6 -1 -16.7%
木材・木製品 1 13 3 1 10 333.3% 1 13 3 1 10 333.3%

家具・装備品 1 10 7 1 3 42.9% 1 9 7 1 2 28.6%

パルプ等 11 3 8 266.7% 11 3 8 266.7%

印刷・製本 4 3 1 33.3% 4 3 1 33.3%

化学工業 1 23 33 1 -10 -30.3% 1 23 33 1 -10 -30.3%

窯業土石 11 6 5 83.3% 11 6 5 83.3%

鉄鋼業 3 4 -1 -25.0% 3 4 -1 -25.0%

非鉄金属 3 3 3 3 0 0.0%

金属製品 1 29 24 1 5 20.8% 1 27 24 1 3 12.5%

一般機械器具 21 16 5 31.3% 19 16 3 18.8%
電気機械器具 19 17 2 11.8% 19 17 2 11.8%

輸送機械製造 5 5 4 5 -1 -20.0%

電気・ガス

その他の製造 17 17 17 15 2 13.3%

小　　　計 4 263 199 4 64 32.2% 4 230 197 4 33 16.8%

鉱　　　業 3 3 3 3

建
　
設
　
業

土木工事 59 2 74 -2 -15 -20.3% 44 2 60 -2 -16 -26.7%

建築工事 2 60 1 59 1 1 1.7% 2 55 1 58 1 -3 -5.2%

　うち木造家屋建築 1 15 12 1 3 25.0% 1 15 12 1 3 25.0%

その他の建設 1 47 44 1 3 6.8% 1 28 29 1 -1 -3.4%

小　　　計 3 166 3 177 -11 -6.2% 3 127 3 147 -20 -13.6%

運
輸
交
通
業

鉄道等 3 3 3 3

道路旅客 8 6 2 33.3% 6 6

道路貨物運送 2 107 2 90 17 18.9% 2 105 2 90 15 16.7%

その他の運輸交通

小　　　計 2 118 2 99 19 19.2% 2 114 2 99 15 15.2%

貨
物
取
扱

陸上貨物 4 -4 -100.0% 4 -4 -100.0%

港湾運送業 2 3 -1 -33.3% 2 3 -1 -33.3%

小　　　計 2 7 -5 -71.4% 2 7 -5 -71.4%

農
林
業

農　業 8 3 5 166.7% 8 3 5 166.7%

林　業 14 1 14 -1 12 1 14 -1 -2 -14.3%

小　　　計 22 1 17 -1 5 29.4% 20 1 17 -1 3 17.6%

畜産 ･水産業 5 4 1 25.0% 5 4 1 25.0%

第
三
次
産
業
※

商業 181 1 145 -1 36 24.8% 157 1 145 -1 12 8.3%

　うち小売業 130 1 117 -1 13 11.1% 116 1 117 -1 -1 -0.9%

金融広告業 12 2 10 500.0% 12 1 11 1100.0%

映画・演劇業 1 1 1 1

通信業 12 17 -5 -29.4% 12 17 -5 -29.4%

教育研究 14 8 6 75.0% 7 7

保健衛生業 1 1056 141 1 915 648.9% 1 123 102 1 21 20.6%

　うち社会福祉施設 1 541 100 1 441 441.0% 1 86 70 1 16 22.9%

接客娯楽業 72 46 26 56.5% 43 44 -1 -2.3%

　うち飲食店 51 18 33 183.3% 25 17 8 47.1%

清掃・と畜 51 42 9 21.4% 38 42 -4 -9.5%

　うちビルメンテナンス業 21 21 16 21 -5 -23.8%

官公署 1 2 -1 -50.0% 1 2 -1 -50.0%

その他の事業 180 49 131 267.3% 30 35 -5 -14.3%

小　　　計 1 1580 1 452 1128 249.6% 1 424 1 395 29 7.3%

（注）「休業」は休業4日以上の死傷者数　　「死亡」は死亡者数で「休業」の内数
※第三次産業には運輸交通業及び貨物取扱業は含んでいません。

福井労働局
（３）令和４年労働災害発生状況（確定値）（コロナ関連含まず）
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番号 発生月 業 種 事故の型 起因物 年代 職種 発生状況

１ ３月
製造業

（プラスチック
製品製造業）

火災 分類不能 50代 製造工
製造を行っていた木造瓦葺平屋建ての工場か
ら出火し、建屋が全焼し、工場内にいた被災
者が死亡した。

2 ３月 一般貨物
自動車運送業 交通事故 トラック 50代 運転者

被災者が３トントラックを運転して国道を走
行していたところ、被災者が運転していた３
トントラックが中央線を越えて対向車線には
み出し、対向車線を走行していたトレーラー
と正面衝突した。

3 ３月 社会福祉施設 はさまれ・
巻き込まれ

その他の動力
クレーン等 60代 介護補助者

浴槽のお湯張り作業において、お湯の温度を
直接手で確認するため、被災者が車いすを載
せて昇降させる設備を下げながら、昇降させ
る設備に取り付けられた手すりの下に体を入
れて浴槽のお湯を確認しようとしたところ、
下がってきた手すりと浴槽の縁に右肩と首を
挟まれた。

4 ４月 その他の
建設業 墜落・転落

その他の
仮設物・
建築物・
構築物等

40代 配管工

工場の不要な配管を撤去する工事において、
被災者が配管を切断する作業をしていたと
ころ、立ち位置を移動する際に足場にして
いた配管から約 5.2 メートル下の地面に墜
落した。

5 ６月 木造家屋建築
工事業 崩壊・倒壊

屋根、はり、
もや、けた、
合掌

20代 土工

平屋の木造建屋の建て方作業中、移動式ク
レーンでつり上げた棟木を南北方向に４本並
んだ柱上に載せる作業を行っていた時に、北
側２本目の柱と接続していた梁及び柱がねじ
れて倒壊し、落下箇所で作業していた被災者
の頭部にぶつかった。

6 ６月 特定貨物
自動車運送業 墜落・転落 建築物、

構築物 40代 運転者

道路舗装工事に必要なアスファルトをダンプ
トラックで運搬していた被災者と連絡が取れ
なくなったため、工事関係者で被災者を捜索
したところ、工事現場付近の橋の付近にダン
プトラックが停車しており、その橋の直下で
被災者が発見された。

7 ８月 その他の木材・
木製品製造業

高温・低温の
物との接触

高温・
低温環境 50代 梱包工

倉庫において、被災者は出荷する建材の運搬
補助作業、梱包作業を行っていたが、夕方に
体調不良を訴え、休憩をとった。その後休憩
室で椅子に座って休んでいたが、同僚が休憩
室で意識混濁した被災者を発見し、病院に救
急搬送されたが、翌日に死亡した。

8 ８月

鉄骨・鉄筋
コンクリート
造家屋
建築工事業

墜落・転落
屋根、はり、
もや、けた、
合掌

60代 板金工
被災者は倉庫の新築工事現場で屋根工事に
従事していたところ、約９メートル下に墜
落した。

9 10月 木製家具
製造業 飛来・落下 フォーク

リフト 60代 木材加工工

商品のピッキングのために被災者が倉庫に立
ち入ったところ、そこでフォークリフトを運
転していた運転者が気づいて急ブレーキをか
けて停止した。その反動で運搬していた荷が
傾き、そのまま被災者に向かって落下した。

10 12月 その他の金属
製品製造業

はさまれ・
巻き込まれ

その他の
金属加工用機械 60代 金属工作

機械工

自動運転中の鋼材加工用機械に注油するた
め、機械の囲いの中に立ち入り頭部が作動中
の装置にはさまれた。

（確定値　なお、昨年の死亡者７名）

（４）令和４年死亡災害発生状況（確定値）
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① 全産業における休業4日以上の死傷者数 ・ 死亡者数の推移

② 主要な業種別の休業4日以上の死傷者数の推移（コロナ関連除く）

（５）死傷者数・死亡者数の推移
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〇
  平
成
19
年
ま
で
は
、
最
も
多
い
災
害
は
墜
落・
転
落
で
あ
っ
た
が
、
平
成
20
年
に
転
倒
と
同
数
と
な
り
、
以
降
転
倒
災
害
が
最
も
多
い
災
害
と
な
っ
て
い
る
。

転
倒
災
害
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
高
年
齢
労
働
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

〇
平
成
30
年
の
転
倒
災
害
が
多
発
し
て
い
る
の
は
豪
雪
で
あ
っ
た
た
め
、
雪
、
凍
結
に
よ
る
転
倒
が
多
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〇
動
作
の
反
動
・
無
理
な
動
作
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
。
転
倒
災
害
と
同
様
に
高
年
齢
労
働
者
の
増
加
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
主
な
事
故
の
型
別
の
死
傷
者
数
の
推
移
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転倒
212人
(50.0%)

動作の反動・無理な動作
43人(10.1%)

墜落・転落
36人(8.5%)

切れ・こすれ
24人(5.7%)

交通事故
21人(5.0%)

     激突
16人(3.8%)

はさまれ・
巻き込まれ
15人(3.5%) その他

57人
(13.4%)

墜落・転落
32人
(25.2%)

転倒
19人
(15.0%)激突

15人
(11.8%)はさまれ・

巻き込まれ
11人(8.7%)

飛来・落下
9人(7.1%)

切れ・こすれ
8人(6.3%)

激突され
8人(6.3%)

その他
25人
(19.7%)

墜落・転落
39人
(37.1%)

転倒
17人
(16.2%)はさまれ・

巻き込まれ
13人(12.4%)

動作の反動・
無理な動作
6人(5.7%)

激突
6人(5.7%)

崩壊・倒壊
 6人(5.7%)

激突され
6人(5.7%)

その他
12人
(11.4%)

激突され 
11人（4.8%）

転倒
57人
(24.8%)

  はさまれ・
巻き込まれ
48人
(20.9%)

墜落・転落
21人(9.1%)

飛来・落下
21人(9.1%)

切れ・こすれ
18人(7.8%)

激突
18人(7.8%)

動作の反動・
無理な動作
15人(6.5%)

その他
21人
(9.1%)

（７）令和４年　事故の型別労働災害発生割合
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仮設物、建築物、
構築物等
317人(34.3%)

動力運搬機
89人(9.6%)

起因物なし
84人(9.1%)

用具62人
(6.7%)

人力機械工具等
55人(5.9%)

その他の装置、設備
53人(5.7%)

材料
51人(5.5%)

一般動力機
45人(4.9%)

乗物
33人(3.6%)

その他
136人
（14.7%)

仮設物、建築物、
構築物

186人(43.9%)

起因物なし
60人(14.2%)

その他の装置、
設備等
30人(7.1%)

人力機械工具等
25人(5.4%)

用具
23人(5.4%)

乗物
21人(5.0%)

その他
79人
(18.6%)

仮設物、建設物、
構築物等
42人(33.1%)

材料
15人(11.8%)

用具
12人(9.4%)

動力運搬機
9人(7.1%)

環境等
9人(7.1%)

その他
 40人
(31.5%)

動力運動搬機
45人
(42.9%)

仮設物、建築物、構築物等
19人(18.1%)

人力機械工具等
  11人(10.5%)

起因物なし
7人(6.7%)

その他
15人
(14.3%)

用具
8人(7.6%)

仮設物、建築物、
構築物等
61人(26.5%)

一般動力機械
29人(12.6%)

人力機械工具等
18人(7.8%)

その他の装置、設備等
16人(7.0%)

金属加工用機械
15人(6.5%)

動力運搬機
15人(6.5%)

用具
14人(6.1%)

材料
14人(6.1%)

その他
48人
(20.9%)

（８）令和４年　起因物別労働災害発生割合
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製造業の中で特に災害が多いのは、食料品製造業、繊維工業、金属製品製造業、化学工業である。
起因物別での災害発生割合では、通路、階段等やはしご等、一般動力機械等による災害が多く、通

路に置いてあった材料箱につまずいての転倒災害や一般動力機械へのはさまれ・巻き込まれ災害が多
く発生している。
例年製造業では、はさまれ・巻き込まれ災害が多く発生しており、その内６割が稼働中の機械に手

などを入れたことによる災害である。
なお、令和４年の製造業については、転倒災害がはさまれ・巻き込まれ災害よりも多く発生しており、

業種別では第三次産業の次に多く発生している。

通路・
階段等
26％

ロール機・その他の
一般動力機械等

13%
人力運搬機・
手工具等
8%

その他の装置、
設備
7%

プレス機械・その他の
金属加工用機械等

6%

トラック・
フォークリフト等

7%

はしご等
      6%

金属材料等
6%

その他
21%

その内、稼働中の
機械に手を入れた
ことによる災害
60.4%

はさまれ・巻き込まれ災害
20.9%

その他の災害
79.1%

10歳代0.4%
20歳代
12.6%

30歳代
17.4%

40歳代
22.6%

50歳代
23.5%

60歳代
23.5%

第三次産業
68%

製造業
18%

建設業
6%

道路貨物運送業
5%

その他 3%

第三次産業
60%

製造業
20%

建設業
8%

道路貨物運送業
7%

その他 5%

※事故の型別災害発生割合については、P11に掲載。起因物別の災害発生割合は、P12の中分類のものを小分類に表記したもの。

（９）令和４年　製造業における労働災害発生状況
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建設業で最も多い災害は墜落・転落災害で建設業全体の３分の１を占めます。起因物では通路や屋根、
金属材料等による災害が多く発生しています。
「はしご・脚立」からの墜落・転落災害が最も多く、次いで「屋根・はり・けた」、「トラック」の順
となっており、この３種類の起因物で墜落・転落災害の半分以上を占めています。
また、発注者別では民間工事、その他で７割以上を占めており、その他には土場整理作業が含まれ、

土場での災害が多く発生しています。

通路、足場等
33%

金属材料等
12%

はしご等
9%トラック等

7%

    地山、岩石、
高温低温環境等

7%

その他
  32%

国 ( 独立行政法人含む )
9%

県・市町
15%

民間
48％

その他
28%

はしご・脚立
28%

屋根・はり・
けた
16%

トラック
13%

関口部
9%

階段、桟橋
9%

足場
6%

その他
19%

10 歳代２％

20歳代
24%

30歳代
12%

40歳代
21%

50歳代
24%

60歳代
17%

※事故の型別災害発生割合については、P11に掲載。起因物別の災害発生割合は、P12の中分類のものを小分類に表したもの。

（10）令和４年　建設業における労働災害発生状況
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① 第三次産業における死傷者数の推移はどうなっていますか。

② 第三次産業で死傷災害が多い業種は何ですか。

③ 割合が多い商業や保健衛生業では、どんな業種で死傷災害が多いのですか。

休業4日以上の死傷者数は925人（前年比59人増）、うち第三次産業は424人（前年比29人増）です。

※１：この表における「第三次産業」とは、労働基準法の別表1による業種区分から、製造業（電気 ･ガス ･水道業、物の加工 ･修理業を含む。）、鉱
業、建設業、運輸交通業、貨物取扱業、農林業、畜産 ･水産業を除いたすべての業種を指す。

※２：全産業に占める第３次産業の割合

「商業」、「接客娯楽業」、「保健衛生業」、「清掃・と畜業」で８割以上を占めています。

「商業」の中では、小売業が７割以上を占めています。
「保健衛生業」では、社会福祉施設が約７割を占めていますが、病院や診療所などの医療保健業にも多
く発生しています。

35%

37%

37%

35%

34%

14%

10%

16%

13%

11%

27%

29%

26%

22%

27%

8%

9%

11%

12%

8%

16%

15%

16%

17%

15%

9.6%

15.9%

74.5%

2.4%

27.6%

69.9%

病院・診療所など
医療保健業

社会福祉施設

（11）第三次産業における労働災害発生状況
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④ 「接客娯楽業」や「清掃・と畜業」とは、どんな業種ですか。

⑤ 第三次産業では、どんな死傷災害が多いのですか。

⑥ 第三次産業では、何が死傷災害の原因となっていますか。

「接客娯楽業」とは、旅館、料理店・飲食店、接客業又は娯楽の事業のことですが、旅館業と飲食店で８割
近くを占めています。その他の接客娯楽業には、ゴルフ場やパチンコ店など遊技場が含まれます。
「清掃・と畜業」とは、焼却、清掃又はと畜場の事業のことですが、ビルメンテナンス業と産業廃棄物処理
業で７割以上を占めています。その他の廃棄物処理業とは、ごみ収集運搬業や死亡獣畜取扱業が含まれます。

転倒が半分を占めています。
「動作の反動・無理な動作」は、荷等を持ち上げ腰痛となったものや足などをひねり腱などを断裂した
ものが含まれます。
脚立や椅子などからバランスを崩して落ちるといった「墜落・転落」による死傷災害も発生しています。

「仮設物・建築物」が起因物となる死傷災害が、約半分を占めています。
「仮設物・建築物」には、通路、階段、足場、溝などが含まれます。

接客娯楽業 清掃・と畜業

２
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道路貨物運送業では、荷役作業にお
けるトラック荷台からの墜落・転落
災害が例年多く発生しています。
令和４年は、荷役災害が全体の
57.1％を占め、その内墜落・転落災
害が35.0％を占めています。

H29.12-H30.2 H30.12-H31.2 R1.12-R2.2 R2.12-R3.2 R3.12-R4.2

冬季特有災害 161 5 11 49 52

うち転倒災害 124 3 6 36 39

12- ２月の福井市の
平均気温（日最低） 氷点下0.1℃ 1.9℃ 3.1℃ 1.5℃ 0.7℃

※  冬季特有災害とは、冬季における積雪、凍結等に起因して発生する労働災害のことであり、平成 29 年
12 月～平成 30 年２月は豪雪の影響から冬季特有災害が多発しています。

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

交通労働災害による
死亡災害発生件数 0 1 2 4 1

死傷災害 令和３年 令和４年 増減

全産業 49 34 -15

道路貨物運送業 6 4 -2

道路旅客運送業 0 0 0

通信業 6 4 -2

金融業 1 0 -1

小売業 6 4 -2

（12）令和４年　道路貨物運送業における労働災害発生状況

（13）冬季特有の労働災害発生状況

（14）交通労働災害の発生状況
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（年）

（15）転倒災害発生状況（全業種）

（18）経験３年以内の労働災害発生状況（全業種）

（16）  はさまれ・巻き込まれ災害発生
状況（全業種）

（17）  外国人労働者の労働災害発生状況
（全業種）
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高年齢労働者の災害は約３割であり、50歳代も
加えると全体の半数以上を占めています。
業種別では、第三次産業が最も多く高年齢労働者
災害の６割を占めています。
事故の型別では、「転倒」が半数以上を占めてい
ます。

※厚生労働省が策定した、エイジフレンドリーガイドラインでは60歳以上を高年齢労働者としています。

② 高年齢労働者の業種別労働災害発生状況

① 高年齢労働者の災害発生状況

③ 令和４年　高年齢労働者事故の型別災害発生割合

55.1 53.7 55.9 56.6 55.6

29.3 29.3 30.8 30.9 29.9

169

66

39
16
13

167

54

22
24
10

140

55

36
24
8

167

35
33
24
14

151

54

34
22
7

その他
21%

転倒
53%はさまれ・

巻き込まれ
6%

激突され
5%

墜落・転落
15%

（19）高年齢労働者の労働災害発生状況
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〈資料〉労働安全衛生規則等の改正について
〇建設業における墜落・転落災害防止対策の強化に関する改正

〇陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する改正

１.一側足場の使用範囲を明確化
　主に狭あいな現場で使用される一側足場については、その構造上、安衛則に定める手すりの設置等の墜落防止措置が適用
されないところ、一側足場からの墜落・転落災害が発生している（※）ことを踏まえ、本足場を使用するために十分幅がある場
所（幅が１メートル以上の場所）においては、本足場の使用を義務付けるもの。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物
の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りではないこととするもの。

２.足場の点検を行う際、点検者を指名することを義務付け
　足場（つり足場を含む。以下同じ。）からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則で義務付けられてい
る足場の点検が行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われる
ようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付けるもの。

３.足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加
　事業者又は注文者が悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検を行ったときに記録及び保存すべ
き事項（現行では当該点検の結果及び点検結果に基づいて補修等を行った場合にあっては、当該措置の内容）に、当該点検
者の氏名を追加するもの。

４.施行日等
公  布  日：令和５年３月14日
施行期日：１については令和６年４月１日、２及び３については令和５年10月１日

１.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大
　現行、最大積載量５トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者
に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載
量５トン以上の貨物自動車から、２トン以上のものに拡大するもの。
　なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、上記のうち、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、
昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリ
フターが設置されているもの（テールゲートリフターを使用するときに限る。）とするもの。

２.テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化
　荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機
能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59条第３項の
安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務（荷役作業を伴うものに限る。）
を規定するもの。
※併せて、安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号）について、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育（テールゲートリフターに
関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識及び関係法令の科目に係る学科教育（計４時間）及びテールゲートリフターの操作の科目に
係る実技教育（２時間））を新たに規定するもの。

３.運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外
　テールゲートリフターの操作においては、原動機を動かさなければテールゲートリフターが動かない構造のものも存在する
ことから、運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を引き続き義務付けるが、原動
機の停止義務については適用除外とすること等とするもの。

４.施行日等
公　   布 　 日：令和５年３月28日
施行/適用期日：令和５年10月１日（２の特別教育の義務化については令和６年２月１日）

一側足場の例（（一社）仮設工業会より提供） 本足場の例（（一社）仮設工業会より提供）

昇降設備の例

（※）令和元年～３年に発生した足場から
の墜落・転落による死亡災害56件の
うち、８件が一側足場からのもの。
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3 健康確保対策の課題
製
造
業

製
造
業
以
外
の
業
種

合
　 　
計

食 料 品 製 造 業

繊 維 工 業 ・

繊 維 製 品 製 造 業

木 材 木 製 品 ・

家 具 装 備 品 製 造 業
　

パ ル プ 紙 ・

紙 加 工 品 ・ 印 刷 製 本 業

化 学 工 業

窯 業 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 ・

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

一 般 ・ 電 気 ・

輸 送 用 機 械 器 具 等 製 造 業

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業

そ の 他 の 製 造 業

小 計
鉱 業

建 設 業

貨 物 取 扱 業 ・

運 輸 交 通 業
　

農 林 ・ 水 産 業

商 業 ・ 金 融 広 告 業

保 健 衛 生 業

接 客 娯 楽 業

左 以 外 の 事 業

負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

2
2

6
1

8
1
6

2
5

4
0

(2
)

(2
)

(5
)

(1
)

(7
)

(1
5
)
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よ
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．
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死
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（１）令和４年　業務上疾病発生状況 ( 確定値 )
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
業務上疾病（合計） 74 53 43 71 70 83 68 48 61 63 65 34 53 59 62 47 66 64 61 78 92 125 953

負傷に起因する疾病 16 12 13 14 17 14 5 15 15 12 19 13 16 11 23 22 29 22 22 31 31 31 40

物理的因子による疾病 10 7 6 11 16 18 17 13 13 19 24 13 19 15 11 7 11 6 20 28 18 12 15

作業に起因する疾病 10 8 2 14 9 21 5 7 12 16 11 3 6 12 4 5 3 11 6 12 10 10 6

化学物質等による疾病（がんを除く） 23 19 4 17 5 18 26 5 7 6 3 2 1 0 8 3 9 3 3 4 2 3 2

じん肺症及びじん肺合併症 15 6 13 12 16 12 13 5 9 5 5 2 1 7 4 4 0 2 3 1 3 2 1

（２）過去10年間の一般健康診断の有所見率の推移（福井県）

（３）業務上疾病発生状況の推移（福井県）
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脳・心臓疾患 精神障害等

（４）過去10年間の脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償状況（福井県）

（５）過去10年間の職場における腰痛の発生件数の推移（福井県）

（６）過去10年間の職場における熱中症の発生件数（福井県）

23



〈資料〉

24



25
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